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山村都市交流拠点施設基本計画策定支援・民間活力導入可能性調査業務委託 

仕様書 

 

１ 業務の目的  

本業務は、令和３年度に策定した「山村都市交流拠点施設基本構想（以下「基本

構想」という。）」で位置付けたコンセプト・方向性をもとに、導入機能・施設計

画の条件等を整理し、施設の基本的な計画内容をとりまとめる（基本計画（案）の

作成）とともに、施設の整備・運営に関してＰＦＩ等官民連携手法を導入する場合

の事業スキームの検討、その効果及び課題等を整理し、官民連携手法による事業の

実施可能性について評価することを目的とする。 

 

２ 委託業務名  

山村都市交流拠点施設基本計画策定支援・民間活力導入可能性調査業務委託 

 

３ 山村都市交流拠点施設の概要  

愛知県北設楽郡設楽町地内（現在残土受入地）  

敷地面積約５．９ｈａ（付替道路平野松戸線南側）  

 

４ 委託期間  

契約締結日から令和５年３月１５日まで  

 

５ 業務の実施  

（１）受注者の事務  

受注者は、本業務を遂行するに当たり、関連法令及び本仕様書を遵守するとと

もに、発注者の意図及び目的を十分に理解した上で、適正な人員を配置し、正確

丁寧にこれを行わなければならない。  

 

（２）業務指示 

受注者は、発注者と連絡を密にし、十分協議の上、発注者の指示に従わなけれ

ばならない。また、本仕様書に定めのない事項、又は業務上疑義が発生した場合

は、両者協議により業務を進めるものとする。  

 

（３）業務報告  

受注者は、発注者から本業務の進捗状況その他必要な事項について報告を求め

られたときは、速やかに報告するものとする。  
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（４）資料の収集及び使用制限  

受注者は、発注者から必要に応じて資料の貸与を受けることができる。この場

合、受注者は貸与を受けた資料のリストを発注者に提出し、業務完了後、速やか

に貸与を受けた資料を返却するものとする。  

発注者が貸与する資料以外の必要な資料については、受注者がその収集及び整

理を行うものとする。  

なお、発注者から貸与された資料について、受注者は、本業務遂行以外の目的

のために使用してはならない。  

 

（５）秘密の保持  

受注者は、本業務中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本業務完了後

も、また同様とする。  

 

（６）疑義の決定  

受注者は、業務内容に疑義が生じた場合は、速やかに発注者の指示を受けなけ

ればならない。  

 

（７）成果品に対する責任の範囲  

受注者は、本業務完了後であっても、その成果品にかし等の不備が発見された

場合には、速やかに成果品を訂正しなければならない。  

 

（８）技術者  

受注者は、管理技術者及び照査技術者を選任し、発注者に報告すること。な

お、管理技術者と照査技術者は兼任することはできない。  

 

（９）再委託の制限  

受注者は、本業務の全部又は一部を他に委託してはならない。ただし、発注者

の承認を得たときは、この限りでない。  

 

６ 業務実施計画書の提出  

（１）受注者は、発注者の指定する期日までに業務実施計画書を作成の上、発注者に

提出し、承認を受けること。  

 

（２）業務実施計画書には、次の事項を記載すること。  

ア 検討業務内容  

イ 業務遂行方針  
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ウ 業務工程表  

エ 業務実施体制及び組織図  

オ 管理技術者、照査技術者及び主任（担当）技術者一覧表及び経歴書  

カ 協力事務所がある場合は協力事務所の概要、主任（担当）技術者一覧表及び

経歴書  

キ 打合せ計画  

ク その他、発注者が必要とする事項  

 

（３）前項に定める事項の記載内容に追加及び変更が生じた場合には、速やかに発注

者に文書で提出し、承認を受けること。  

 

７ 打合せ等  

本業務を適性かつ円滑に実施するため、発注者と受注者は打合せ及び協議を必要

に応じて行い、業務方針の確認、条件等の疑義を正すものとし、委託業務の開始か

ら終了までの間、その内容については受注者がその都度記録する。記録は、

Microsoft社のWord形式（Ａ４縦型横書き）で速やかに作成し、発注者の確認を受

け提出する。  

 

８ 本業務への取組に関する留意点  

本業務の実施に当たっては、受注者のこれまでの経験に基づく知識や組織力を十

分に活用し、全国の情報や事例を広く収集し、実現性の高い具体的な施策を提案す

る。  

 

９ 業務内容  

（１）山村都市交流拠点施設整備基本計画（案）の作成 

ア 前提条件・現況の把握  

山村都市交流拠点施設（以下「山村施設」という。）に関する関連計画およ

び基本構想を整理し、施策における山村施設の位置づけ等について整理する。  

また、対象となる計画地および周辺の状況（法規制、地形、土地利用・イン

フラの状況、景観等）を把握する。 

イ 敷地分析  

計画対象地および周辺の地形や土地利用の状況から、基本構想のコンセプト

を踏まえた計画上の問題点・課題の整理、利活用の方向性について整理する。 

ウ 基本計画案の検討  

１）基本方針・ゾーニング・導入機能（施設）・動線の検討  

前項の整理を踏まえて、山村施設の整備目的を整理し、基本構想のコンセプ
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トを実現する施設整備の基本的な考え方（具体的な導入機能の方向性や導入

施設イメージ）を設定する。 

２）施設運営方針の検討  

導入機能・施設における運営の考え方を整理するとともに、施設の運用や利

用者数（施設規模）等の想定・設定、施設計画条件の整理を行う。 

３）基本計画（案）（概略モデルプラン）の作成  

導入する各機能・施設について、敷地全体の空間構成・施設配置・整備水準

等を整理するとともに、整備する施設の必要となる諸室及び規模について検

討を行い、施設計画条件等を踏まえて、施設ボリュームと計画イメージを把

握するための施設の概略配置図及び平面モデルプラン・全体基本計画平面図

を作成する。  

また、全体のイメージを共有するためのイメージスケッチとして鳥瞰図×

１、アイレベルスケッチを3カット程度作成する。 

エ 概算事業費の算出  

本事業の実施にあたり、必要となる概算事業費（設計費、建設費、維持管

理・運営費等）を算定する。  

また、本事業に適用可能な交付金・補助金等支援措置について把握・整理す

る。 

オ 事業スケジュール等の整理  

事業スケジュールについて整理する。 

カ 課題の整理 

事業を進めていく上での課題・実施すべき調査等の洗い出し（自主アセスの

必要性と想定される実施項目の整理、必要となるスケジュール整理など）につ

いて整理する。 

 

（２）民間活力導入可能性調査  

ア 検討対象となる官民連携手法の整理  

山村施設の整備・運営に関して、適用候補となる官民連携手法について各々

の手法の概要及び特徴等を整理する。 

イ 官民連携手法の導入範囲の整理  

山村施設の整備・運営について、施設を構成する機能及び各機能における整

備、運営及び維持管理に係る業務内容を整理し、それらの業務のうちＰＦＩ等

官民連携手法の対象とする業務範囲について検討する。 

ウ 事業手法の導入パターンの整理  

山村施設の整備・運営について、公共施設での公共サービス以外の民間収益

事業の実施について検討する。また、民間収益事業を付帯する場合の事業形態
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について想定されるパターンの整理、検討を行う。 

エ 事業スキームの構築  

１）事業方式の検討  

山村施設の施設特性等を踏まえて、ＰＦＩ等官民連携手法として実施する場

合の事業方式（ＤＢＯ、ＢＴＯ、ＢＯＴ等）について検討する。  

２）事業形態の検討  

山村施設の事業内容等から、ＰＦＩ等官民連携手法として実施する場合の事

業形態（サービス購入型、独立採算型、混合型等）について検討する。  

３）事業期間の検討  

大規模修繕の考え方や山村施設の需要等を踏まえながら、ＰＦＩ等官民連携

手法として実施する場合の適切な事業期間を検討する。  

４）官民連携手法方式で実施する場合の法制度上の課題等の整理  

山村施設をＰＦＩ等官民連携手法で整備する場合に想定される、法制度上の

課題や支援措置等について整理する。 

オ 市場調査の実施  

１）市場調査の実施  

上記アからエの検討結果をもとに、官民連携手法導入により本事業を実施し

た場合の事業概要書を作成し、民間事業者の本事業に対する意見・要望及び

参加意向を把握するための市場調査を行う。 

２）調査結果の取りまとめ  

１）で実施した民間事業者を対象にした市場調査の結果について、整理・分

析を行い、必要に応じて事業スキームの検討に反映する。 

カ ＶＦＭの算定  

１）概算事業費の算定  

本事業の実施にあたり、必要となる概算事業費（設計費、建設費、維持管

理・運営費、調査費等）を算定する。※エ．の内容を精査 

２）従来方式の場合の事業費の算定  

１）で算定した事業費をもとに、従来方式で事業を実施した場合の事業期間

を通して必要となる総事業費を算定する。  

３）官民連携手法導入の場合の事業費の算定  

１）で算定した事業費をもとに、官民連携手法導入で事業を実施した場合の

事業期間を通して必要となる総事業費を算定する。  

４）ＶＦＭの算定  

２）及び３）を現在価値に換算した公共財政負担額を比較することにより、

ＶＦＭを算定する。 
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キ 課題等の整理  

本事業を官民連携手法導入で実施する場合に想定される課題について抽出

し、その対応策の検討を行う。 

ク 官民連携手法導入の適性評価  

前項までの調査結果を踏まえ、本事業への官民連携手法導入の適性につい

て、総合的に判断を行う。 

（３）関係機関協議支援  

基本計画（案）を作成・設計する上で必要となる関係機関との協議に必要とな

る資料の作成支援を行う。 

（４）中間報告  

令和４年９月１５日（木）までに、９の（１）に係る事項の中間報告をまとめ

て報告する。  

（５）成果とりまとめ  

検討内容を成果としてとりまとめる。 

（調査報告書（業務成果）、基本計画（案）、基本計画概要版（案）の作成） 

（６）協議打合せ  

初回、中間５回、納品時 

（７）その他条件  

ア 基本構想の内容を踏まえた上で、発注者と受注者が協議した計画とするこ

と。  

イ 計画業務を行うに当たり、地区内権利者への配慮に努めること。  

ウ 施設を利用したイベント等の混雑を想定し、施設内の動線をはじめ、公共交

通機関からのアプローチを含めた周辺環境との調和に配慮した計画とするこ

と。  

エ 耐震安全性については、十分な防災設備、自立性を備えたライフラインの構

築など、構造的、技術的にも最大限の安全性が確保される計画とし、また、災

害時の避難所に配慮した整備をすること。  

オ 概算事業費の積算については、国庫補助等の申請手続きを踏まえて、発注者

の指示に基づき、補助対象部分と補助対象外部分とに分割したものを作成する

こと。  

カ 本業務が完了した時は、受注者は発注者に業務完了届及び成果品を提出し、

発注者の検査を受けること。  

キ 本業務の完了期限前であっても、発注者があらかじめ成果品の提出期限を指

定した場合には、受注者はその指定する期限までに、その時点における成果品

を提出し、検査を受けること。 
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ク 成果品 

 成果品は以下のとおりとし、各２部提出すること。 

１）調査報告書 

２）民間活力導入の検討報告書 

３）基本計画書（製本：カラー、左綴じ） 

４）業務内容に係る打合せ記録  

５）電子データ  

ＣＤ－Ｒ等に委託業務名を印刷し、製本による基本計画の体裁をＰＤＦ形式

に整理変換したもののほか、作成したデータを全て以下の形式により保存す

ること。  

・文書：Microsoft Word形式  

・表、グラフ：Microsoft Excel形式  

・写真データ：JPEG形式  

・図面データ：JWW形式、DXF形式  

※電子データは発注者とデータの互換性をはかり、発注者が円滑に修正、監

修ができる条件に留意すること。  

※その他、必要に応じて上記項目及び内容の追加は随時あるものとする。  

※成果物は、担当職員の確認、承諾を得た後、製本し令和５年３月１５日ま

でに提出すること。提出後に誤記等が認められた場合は速やかに修補する

こと。（期日後においても同様とする。） 

ケ 成果品の提出場所  

発注者が指定する場所  

コ 成果品の取扱い  

成果品に係る権利は、全て発注者に帰属し、発注者が承諾した場合を除き、

受注者は成果品を公表してはならない。  

また、本業務の実施に当たり、第三者の著作物等その他の権利に抵触するもの

については、受注者の責任において処理すること。 


